
静岡中央銀行 （平成 22 年 11 月） 

 
「ＡＴＨＥＮＡ（アテナ）」商品概要 

 

契約通貨 米ドル・豪ドル・ユーロ 

契約年齢  
積立期間 契約年齢 

3 年 0～87 歳 

5 年 0～85 歳 

7 年 0～83 歳 

10 年 0～80 歳  

保険料払込方法 一括払のみ 

基本保険金額 
（一時払保険料） 

   

  
最 高額は外貨建てと円貨建てのいずれか低い金額となります。 

通貨  米ドル 豪ドル ユーロ 

最低 
2 万米ドル 

（1 米ドル単位）

3 万豪ドル 

（１豪ドル単位） 

2 万ユーロ 

（１ユーロ単位） 

外貨 

最高 

75 歳以下 

500 万ドル 

76 歳以上 

100 万ドル 

75 歳以下 

750 万豪ドル 

76 歳以上 

150 万豪ドル 

75 歳以下 

500 万ユーロ 

76 歳以上 

100 万ユーロ 

最低 200 万円 200 万円 200 万円 

円貨 

最高 
75 歳以下 5 億円

76 歳以上 1 億円

75 歳以下 5 億円 

76 歳以上 1 億円 
75 歳以下 5 億円

76 歳以上 1 億円

年金種類 5 年・10 年・15 年・20 年・25 年・30 年確定年金 
年金総額保証付終身年金・保障期間付終身年金・保障期間付夫婦年金 

延長・繰延べ 通貨と期間を選んで年金支払日を繰り下げることが出来ます。 
年金の支払開始日を繰り延べることが出来ます。 

解約 解約払戻金額＝市場調整価格－解約控除額 
※ 市場調整価格は、解約日の保障基準価格－市場調整額 
※ 解約控除額は、解約日の保障基準価格×（9％～1％） 

クーリングオフ クーリングオフ制度（お申し込みの撤回・契約の解除）の対象です。 

金融商品取引上の扱い 特定保険 
※販売にあったては金融商品取引法に基づくお取扱となります。 

  

商品ご検討の際は、必ず「商品パンフレット」、「契約前締結交付書面（契約概要・注意喚起情報）」、「ご

契約のしおり・約款」、等をご覧いただき、商品の内容およびリスクの所在を十分にご確認のうえ、お

客さま自身の判断でお願いします。 



静岡中央銀行 （平成 22 年 11 月） 

 
「アフラック個人年金（無選択タイプ）」商品概要 

 

契約通貨 円貨建 

     
 年金支払開始年齢 保険料払込期間 契約年齢範囲  

 60 歳 55 歳まで 満 20 歳～満 50 歳  
 60 歳 60 歳まで 満 20 歳～満 45 歳  
 65 歳 60 歳まで 満 20 歳～満 55 歳  
 65 歳 65 歳まで 満 20 歳～満 50 歳  
 70 歳 65 歳まで 満 20 歳～満 60 歳  
 70 歳 70 歳まで 満 20 歳～満 55 歳  

契約年齢 

     

保険料払込方法 全期前納払（一括払）・月払・半年払・年払  

基本保険金額 
 
※保険料は基本保険金額

に応じた金額となりま

す。 

 

保険料払込方法 最低 最高 単位 

保険料積立コース

（保険料建） 

30 万円以上 990 万円以下

基本年金額（年額）が

30 万円以上となる保険

料から、1,000 円単位で

契約可能。ただし基本

年金額(年額)は 990 万

円以下まで 

全期前納コース 

（年金建） 30 万円以上 990 万円以下

基本年金額（年額）30

万円以上 990 万円以

下で 10 万円単位でご

契約可能 

年金種類 5 年・10 年確定年金 

延長・繰延べ ご契約者は年金受取開始日前に限り、10 年を限度として１年単位で、最高 80 歳

まで年金支払開始日を繰下げることが出来ます。（繰下げは１回のみ） 

解約 解約控除額・市場価格調整の設定はありません。 

クーリングオフ クーリングオフ制度（お申し込みの撤回・契約の解除）の対象です。 

金融商品取引法上の扱い 金融商品取引法上の特定保険には当たりません。 

  

商品ご検討の際は、必ず「商品パンフレット」、「契約前締結交付書面（契約概要・注意喚起情報）」、「ご

契約のしおり・約款」、等をご覧いただき、商品の内容およびリスクの所在を十分にご確認のうえ、お

客さま自身の判断でお願いします。 



 

「個人年金保険のお申込みに際してのご注意」 
 

 

○静岡中央銀行は生命保険の募集代理店です。ご契約は保険会社との間で成立します。 

○静岡中央銀行は契約締結の媒介を行いますので、お客さまのお申し込みに対して引受会社が承諾した

時に契約は成立します。 

○個人年金保険は預金ではありません。また、静岡中央銀行が元本を保証するものではありません。 

○個人年金保険は預金保険の対象ではありませんが、生命保険会社が加入する生命保険契約者保護機構

による保護の対象です。万が一、引受会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構の保護措置

が行われますが、ご契約の際にお約束した年金額等が削減され、その結果、年金額等が払込保険料を

下回ることがあります。 

○個人年金保険の種類、運用状況、経過年数等によっては、株価変動、金利変動、為替変動、信用等の

リスクにより、年金額、解約返戻金等が払込保険料を下回ることがあります。 

○外貨建個人年金保険では、外国為替相場の変動による影響を受けます。従って、死亡保険金、解約  

返戻金、年金および一部引出金（以下保険金等）の受取時に契約通貨以外に換算した場合、外国為替

相場の変動により、換算後の保険金等の額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算

した額より下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。 

○個人年金保険の種類によっては、ご契約時の契約初期費用の他、ご契約後も毎年、保険関係費用・  

運用関係費用・年金管理費用等がかかる場合があります。また、ご契約から一定の期間に解約された

場合、解約控除費用がかかる場合があります。当該費用については、商品よって異なりますので、  

具体的な金額計算方法は示すことはできません。 

  詳細は、「商品パンフレット」、「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）」等をご確認くだ

さい。 

○保険業法上の規制により、お客さまのお勤め先によっては静岡中央銀行で個人年金保険をお申込み 

いただけない場合があります。 

○個人年金保険のお申し込みが静岡中央銀行におけるお取引（預金・融資等）に影響を与えることは  

ありません。 

○個人年金保険のお申し込みに際しては、必ず「商品パンフレット」、「契約締結前交付書面（契約概要・

注意喚起情報）」、「ご契約のしおり・約款」等をご覧いただき、商品の内容およびリスクの所在を   

十分にご確認のうえ、お客さま自身の判断でお願いします。 

以上 
 

 

 

 

静岡中央銀行 （平成 22 年 11 月） 


